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中央労福協ニュース　№111

　中央労福協は10月２日に「若者の雇用と奨学金制度の改善に向けてのキックオフ集会」を東
京・連合会館で開催し、給付型奨学金制度の導入・拡充や教育費負担の軽減を求め、署名活動
をはじめ全国的な取り組みを開始した。会場は、定員を大幅に超える340名の参加者の熱気で
溢れ、育英会の時代とは様変わりした奨学金の現状を知り、広く伝え、制度改革に向けて動き
だそうと確認しあった。

　集会は東京労福協が協賛し、

連合が後援した。主催者を代表

して挨拶した中央労福協の古賀

会長は、奨学金制度などの教育

セーフティネットの整備や雇用

問題の改善は別個のものではな

く連動する課題であるとして、

「この集会をキックオフとして、

安心して学び、働くことができ

る制度づくりに向けた活動をそ

れぞれの立場から推進していこ

う」と呼びかけた。来賓の平野

博文・民主党ネクスト文部科学

大臣（元文部科学大臣）からは、奨学金制度の改

善に向けて国会でも超党派で取り組みたいとの力

強い連帯挨拶をいただいた。東京都の舛添要一知

事からは、自らも奨学金を利用して勉学に励んだ

ことに触れつつ「奨学金制度は、経済的な理由で

就学が困難な方にも教育の機会を提供するという

重要な役割を担っている」とのメッセージが寄せ

られた。

　基調提起を行った大内裕和・中京大学教授は、

奨学金問題の現状と課題、どう変えるべきかをわ

かりやすく熱弁。雇用の劣化が奨学金を返せない

構造を生み出していることや、返している人もそ

の重みで結婚、出産、子育ての妨げになっている

として、このままでは少子化どころか「再生産不

可能社会」になると警鐘を鳴らした。そして、「中

央労福協の署名活動によって世論を広げ、来年の

参議院選挙で給付型奨学金制度の導入を争点にし

よう。力をあわせ、この社会に未来をつくる奨学

金制度に変えよう！」と訴えた。

　続いて、連合の花井圭子総合政策局長より、子

どもの貧困と教育格差の解消に向けた連合の考え

方や取り組みについて基調提起を受けた。

　応援に駆けつけた湯浅誠さん（社会活動家、法

政大学教授）は、経済的な事情から１人暮らしが

できず、長時間通学とアルバイト漬けで「猛烈サ

ラリーマンのような生活になっている」学生の例

を紹介。「民主主義は自分で考えて結論を出してい

くプロセスが重要だ。若い人たちが考え、参加し

実感していく時間をつくり出していく取り組みも

大切だ」と提起した。

　リレー報告では、奨学金を返済している当事者

から、妻と合わせ 700 万円の返済が重くのしかっ

かっている実情が、また、高校教師からは、将来

の返済負担を懸念し４年制大学への進学をあきら

めた生徒の実例が報告された。支援活動に取り組

んでいる岩重佳治弁護士からは、「私たちには貸金

業法の改正をともに勝ち取った成功体験がある。

給付型奨学金制度の実現は夢物語ではない」との

エール。退職者連合の菅井事務局長は、若者が疲

弊すれば社会保障も崩壊することを指摘し、奨学

金問題は若者だけの問題ではないと訴えた。

　これらの提起や報告を受けて、中央労福協の山

本副会長は、「奨学金制度の改善は、若者だけの課

題ではなく世代を超えた日本社会全体の問題だ。

打ち上げ花火で終わらせず、確実に成果に結びつ

ける。そういう思いで、署名活動などの具体的行

動を、地域・職場で今日から進めていこう」との

行動提起を行った。

　最後に「若者が夢と希望を持てる奨学金制度に

するため、立ち上がろう！」との集会アピール（本

紙５頁に掲載）を採択し、東京労福協の須永事務

局長の閉会挨拶をもって集会は成功裏に終了した。
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2015 生活底上げ
福祉強化キャンペーン

　全国の労福協は①奨学金問題の改善、②生活・就労支援の強化、③労働者福祉事業の利用促
進・共助拡大の３点を全国共通テーマに、「2015年度生活底上げ・福祉強化キャンペーン」に取
り組んでいる。

「奨学金」制度改善等に向け

民主党道議員団政策審議会

と意見交換

　10 月２日、道労福協「勤労者・道民の福祉向上

政策ワーキンググループ」と民主党道議員団政策

審議会とで、北海道に対する要請事項にかかわり

意見交換を行いました。

　質疑応答を行い、民主党道議員団政策審議会に

理解を深めて頂きました。また、合わせて今年度

の最大課題である「奨学金」制度改善にかかわる

この間の とりくみと、自治体意見書の採択をは

じめとした今後のとりくみについて中央労福協

「奨学金」問題対策委員である菅田常勤理事より

提起し、道下政策審議会 会長より「道議員団と

して全面的に協力をする」という力強い決意表明

をしてもらいました。

　道労福協は「奨学金」問題にかかわり、北海道

議会結志会、公明党、自民党、共産党、さらに市

町村議会議

長会に対し

ても要請を

行い世論喚

起に努めて

いるところ

です。

福井県・福井市・各市町・福井

県議会に要請書を提出、反貧困

キャラバン 2015 の集会を開催

　９月 18 日、福井県・福井市・各市町・福井県

議会に要請書を提出し、翌日 16 時から、福井県

のＡＯＳＳＡ６階（ＪＲ福井駅東口）にて、「つ

ながろう福井　反貧困キャラバン 2015 ～子ども

たちに夢のつづきを～」を 120 名で実施しました。

◆基調講演「深まる子どもの貧困～求められる支

援～」　講師：花園大学教授　吉永　純　氏

◇パネルディスカッション

●パネリスト

花園大学教授　吉永

　純　氏

自死遺族アルメリア

の会 梅林 厚子 氏

全国児童家庭支援セ

ンター協議会副会長

　橋本 達昌 氏

県立高校教諭 松嶋

  宏之 氏

●コーディネーター
日本弁護士連合会 貧

困問題対策本部委員

　堺　啓輔　氏

北海道労福協福井県労福協

大阪南地域労働者福祉協議会の主

催による「労働者自主福祉講座」

　大阪南地域労働者福祉協議会

の主催による「労働者自主福祉講座」を、６月 27

日 13 時から、テクスピア大阪（泉大津市）にて

開催しました。今回の開催は、大阪労働者福祉協

議会のビジョンである「労働運動、労働者福祉運

動が果たしてきた役割を、広く次世代リーダーの

皆さんに理解してもらう」ことを、地域展開で具

現化することが目的となっています。

　まず「歴史から学ぶ労働運動・労働者自主福祉

大阪労福協
運動の理念・課題」と題して、中央労福協・労働

者福祉運動推進アドバイザーの高橋均氏よりの講

義、続いて「事業の現状と課題」として、近畿労

働金庫・大阪地区統括部長の竹一稔弘氏、全労済

大阪府本部・総務部部長（当時）の中井信司氏から、

それぞれ説明を受けました。

　最後に、「君は組合を知っているかい？」と題

して、労働漫談のコバヤンこと笑工房の小林康二

氏から、講演を頂きました。

【講座に対するご意見】

・全てにおいて良い講義でした。労福協の必要性

も十分にわかった。

・全般を通して労働者福祉という観点での講義は

初めてでしたが、大変有意義なものとなりました。

・大変勉強になりました。ありがとうございまし

た。内容がとても充実し大変参考になりました。

・意識の向上が図れ、非常に有意義な講義だと感

じました。

・ひとつひとつの講義にもう少し時間をかけて聞

きたいと思いました。盛り沢山でした。
・今後もこの様な研修会が継続されればと思います。労働漫談のコバヤンこと笑工房の小林康二氏
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 １日目は、中央労福協・山本副会長より、「持続

可能な地域社会をめざして労働者福祉運動の前進

を～歴史に学び、新しい公共を創り出そう～」を

テーマに基調講演がされました。その後、全盲の

天才ピアニスト・辻井伸行さんの母親として、絶

望と不安のなか、手探りで子育てをスタートし、「明

るく、楽しく、あきらめない生き方」をモットー

にプラス思考の行動力で子育てされてきた辻井い

つ子氏から記念講演を受けました。その他、にい

がた福祉リーダ―塾、にいがたＮＰＯ基金、地域

で活動されているＮＰＯ団体等の紹介がされ、全

体交流会では、今回初めての試みとして、ホテル

側からの協力もいただき、各テーブルが食品ロス

を出さない「食べ残しゼロ作戦！」のスタイルで「飢

餓」と「食品廃棄」の矛盾を意識し、参加者の皆

さんからも協力してもらう機会としました。

　２日目は、11 項目のセッションに分かれ、安心

社会、ボランティア、健康・福祉、地域活性化、

子育て、環境問題など、多くの分野におけるテー

マが設定され、のべ約 700 名が参加されました。

この２日間の

ワーク＆ライフ

フォーラムを契

機に労働者福祉

運動に携わる諸

団体をはじめ、

地域課題に取り

組むＮＰＯや市

民活動団体、自

治体との連携を

図り、相互に補

完しあうことで

労福協運動の

ネットワーク強

化とウイングの

拡大に発展して

いくことを期待

します。

　１日目は「歴史から学ぶ労働運動・労働者自主福

祉運動の理念・課題」と題して、中央労福協アドバ

イザー高橋均氏より、労働者自主福祉運動の歴史、

事業団体と労働組合との関係や新たな展開について

の講義、あらためて“ともに運動する主体”となる

よう再構築の必要性について力強く話された。

　続いて「生活困窮者自立支援法をどう活かすか～

労働者福祉の視点」と題して、中央大学法学部教授

宮本太郎氏よりの講演、平成27年4月より施行され

た支援法を今後どのように活かし、効果的な制度と

して行くことにより、誰もが支え合い、生活に困窮

している人に包括的な支援が出来ればと語った。

　２日目は「奨学金制度の現状と取組み」と題して、

中京大学国際教養学部教授・奨学金問題対策全国会

議共同代表の大内裕和氏より講演を頂きました。

　続いて「深刻化する雇用劣化と奨学金」をテー

マに、パネリストに大内裕和氏(、井上和広氏(山

形県立高校教諭)、藤澤健氏(岩手県県立高校教諭

)、コーディネーター豊巻浩也氏(北部労福協会長)

によりパネルディスカッションを行いました。

　二日間にわたる講座は、労働運動・労働者自主

福祉運動の推進を図るとともに「労働団体・事業

団体連携」を強化し、共助・連帯の輪の拡大をは

かり、「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社

会」の実現にむけた運動の重要性

を感じるものとなりました。

　そのためにも、中央労福協を中

心とし「奨学金制度の改善」に向

けた取組みを推進して行くことが

確認できたのではないでしょうか。

参加者からのアンケートでは、

「労福協運動の重要性を共有でき

た」「今後もこのような講座を続

けてほしい」などの意見が多く寄

せられました。

　北部労福協主催「第２回 労働者自主福祉の理念・歴史講座」が、10月８日(木)から９日(金)

の２日間に渡り、宮城県仙台市の「アークホテル」において開催され、北海道・東北６県の各労

福協から総勢103名が参加しました。

　人間らしく生き、働き、暮らすことのできる社会の再生をめざす取り組みが全国各地で芽生え、

広がっています。県内においても、これらの取り組みを持ち寄り、連帯・協同の力で安心・共生

の福祉社会をめざす活動が広まっています。ろうきん福祉財団と労福協の連携した事業であるワ

ーク＆ライフフォーラムは、今年で３年目を迎え、長岡市、上越市と続けてきた第３回目は、９

月26日～27日の２日間、新潟市の新潟東映ホテル他、数会場において開催されました。

「深刻化する雇用劣化と奨学金」をテーマにパネルディスカッション
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　９月17～18日、東京・如水会館で第４回地方労

福協会議を開催し、今秋の主要課題である（１）

2015年度「生活底上げ・福祉強化キャンペーン」

（２）奨学金問題に関する取り組み（アンケート、

署名など）について意見交換と取組確認を行い、

第62回定期総会の運営確認と2016年～2017年度活

動方針の作成に向けた意見交換を行った。

　あわせて４地方労福協・１ブロックからこの間の

特徴的な取組事例が紹介された。(１)福井県［ここ

ろ支えるネットワーク］３年間でメンタルケアスペ

シャリストを150名養成し、いじめやパワハラ等の

職場状況の異常をいち早く察知する等でメンタル不

調を予防する取組（２）徳島県［生活困窮者自

立支援事業］県（16町村・就労準備支援）４市

（自立相談、就労準備、子どもの学習の各支

援）の労福協受託事業と県推進連絡協議会の現

況（３）山形県［就労支援］県求職者総合支援

センター（総合的就業・生活支援事業、労福協

受託運営）にハローワークが有する職業紹介機

能を付加し「トータル・ジョブサポート山形」

として運営、求職者の住まいや生活に関する相

談活動と相談内容（４）大分県［奨学金問題］

研修会開催、地方議会対応・自治体要請、署名活動

等の現況（５）東部ブロック［利用促進・共助拡

大］労働団体と福祉事業団体の関係強化と事業団体

の認知度向上への論議、福祉事業団体の社会貢献活

動の現状と共有化等。

　また、特別報告として、地方労福協の関係動産の

保障について、全労済協会共済保険部の嶋崎部長、

澤村課長補佐から、続いて中小企業勤労者福祉サー

ビスセンター会員向け生命・医療保障制度「全福ネ

ット総合福祉プラン」について、全労済本部産別・

広域推進一部の川相企画課長から取組報告を受け質

疑応答を行った。

　山本副会長からは、年金・医療・介護をはじめ

とした現在の社会保障のあり方について問題提起

がされ、今後それらの制度を支える若者たちに大

きな負担をかけないためにも、労働者福祉事業団

体や労働組合がどのような運動を展開し、連携・

行動しなければならないのか、またその運動をわ

れわれ労福協がどうサポートするかについてあら

ためて見つめなおす必要がある。今日の場もその

１つの場である、と述べられ、45名の参加者から

自己紹介の後、議事が進行された。

　協議・確認事項として、①第62回定期総会につ

いて、②2015年度「生活底上げ・福祉強化キャン

ペーン」の取組みについて、③2016年～2017年度

活動方針の作成に向けて、④共助拡大、利用促進

の取組みの4点について、意見交換を行なった。

　とくに、④共助拡大、利用促進の取組みにおい

ては、各事業団体から現況報告ならびに労働組合

への連携・協力要請がされた。なかでも労金協会

からは、労働組合との連携として、非正規雇用組

合員の生活向上への貢献策として「非正規雇用・

未組織勤労者等に対する会員等と連携した推進施

策」の概要について報告がされた。また、労働組

合側からは、全労

金・労済労連からこ

の間、各都道府県で

開催された「労働者

自主福祉シンポジウ

ム」の開催状況と今

後の展開について、

フード連合からは労

働者自主福祉運動の

教材を活用した労組

役員研修会の開催状

況について報告がさ

れた。

　10月15日ホテルラングウッドにて、2015年度労働組合・事業団体同会議が開催された。冒頭座

長の渡邉副会長より開催主旨ならびに本会議での議題についてふれられ、山本副会長の主催者挨

拶で開会した。

福井県のこころ支えるネットワークの紹介
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　要請の冒頭、山本副会長は、貧困や格差の拡大

や雇用のあり方など日本の社会構造が変化する中

で厚生労働行政への期待と関心は大きいと挨拶

し、事業団体の要望などを盛り込んだ要請書を手

交した。続いて大塚事務局長より内容説明を行っ

た。山本副会長は事業団体に関する要望も含め実

務ベースで協議を行っていきたいと述べ、内容に

ついて山本副大臣は、中央労福協の要望と提言を

しっかりと受けとめていきたいと挨拶した。

　要請では厚労省所管分野として次の７項目を中

心に説明、意見交換を行った。

　①連帯経済を促進する協同組合の促進・支援②

東日本大震災等の被災者支援と復興・再生

③格差・貧困社会の是正、セーフティネッ

トの強化④中小企業勤労者の福祉格差の是

正⑤勤労者の生活設計・保障への支援（財

形制度の改善、共済制度に関する税制等の

改善）⑥安心・信頼できる社会保障の構築（子

育て・教育支援、年金制度、医療および介護、

社会保障教育の推進）⑦くらしの安全・安心

の確保（食品の安全性確保および表示問題、

消費税増税への対応。

　中央労福協は政党への要請行動とともに、厚生労働省に対しては 10 月５日に山本香苗副大

臣へ「政策・制度に関する要望と提言」の要請を行った。要請行動には関係事業団体の代表

が参加した。

　今や大学生の２人に１人が何らかの「奨学

金」を利用しています。在学中の学費や生活の

ために利用し、卒業時には数百万円の借金を背

負って社会に出ていく異常な事態です。高卒求

人は激減し、大学の学費は高騰し続け、家計収

入は減少の一途を辿っている中では、奨学金を

「借りざるを得ない」のです。もはや学費は自

己負担だけでまかなえない状況と言えます。

　わが国の奨学金制度は、そのほとんどが「貸

与型奨学金」であり、「有利子奨学金」利用者

が全体の３分の２を超えています。OECD加盟国

のうち、大学の授業料が有償で「給付型奨学

金」がないのは日本のみという、極めて特異な

存在です。また、雇用の劣化が急速に進み、不

安定雇用や低賃金労働が拡大している今日、奨

学金を「返したくても返せない」のは社会的構

造の問題なのです。　

　「貸与型奨学金」の返済に苦しむ若者は、元

本の返済のみならず、「利息」や「延滞金」で

も重い負担を背負わされており、今や延滞者数

は約33万人にも及んでいます。教育を受けるた

めの奨学金が「利息」や「延滞金」で若者を苦

しめているのです。家庭の経済状況等で子ども

の教育環境が大きく左右される不条理な状況が

続けば、結婚や出産にも影響がおよび、格差・

貧困の連鎖にとどまらず、少子化・人口減少を

加速させかねません。「学び」と引き換えに

「奨学金」という名の借金を背負うことで、人

生設計を狂わせかねない構造をこのまま放置す

るわけにはいきません。

　私たちは、未来を担う若者のため、持続可能

な社会のため、奨学金制度の改善を強く求めま

す。世代を超え、社会全体で若者を支えるため、

この問題に取り組むべきであると訴えます。貸

与制から給付制へ本来の奨学金を！貸与制の奨

学金は利息・延滞金のないものを！大学等の学

費の引き下げや授業料減免の拡充を！これ以上

若者を苦しめてはなりません。

　今こそ若者の未来のために立ち上がりましょ

う！借金ではなく、若者が夢と希望を持てる奨

学金にするために！

2015年10月２日

労働者福祉中央協議会（中央労福協）

若者の雇用と奨学金制度の改善に向けて

のキックオフ集会

　山本副大臣は要請内容のうち、特に協同労働の

協同組合法について、制定へ向けた運動の取組状

況について深く関心を寄せているとして質問、労

協連の島村副理事長がこの間の取組状況を説明

し、引き続いての支援を要請した。

　また、生活困窮者自立支援制度について、地方

労福協や労協連のモデル事業受託に触れ、就労に

つなげることが大事であり、労働相談と就労支援

をどのように充実させるかが課題と指摘した。

　最後に山本副大臣は、労働者の団体としっかり

とやりとりできる政府部署は厚労省であり、関係

を大切にしていきたいと強調した。

要請書を受け取る山本副大臣 (右から２人目 )
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北
海
道
拓
殖
銀
行
破
た
ん
と
武
井
正
直
。「
バ
カ
な
大
将
、敵
よ
り
怖
い
」

　

筆
者
が
連
合
本
部
に
赴
任
し
た
直
後
の
１
９
９
６
年
１
１
月
、
戦
後
初

め
て
銀
行
が
破
た
ん
し
た
。
和
歌
山
県
内
の
三
つ
の
無
尽
を
ル
ー
ツ
に
持

つ
阪
和
銀
行
だ
。
当
該
労
組
が
連
合
加
盟
組
合
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
連

合
和
歌
山
と
一
緒
に
組
合
員
の
退
職
金
確
保
や
再
就
職
に
奔
走
し
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
。
翌
年
１
１
月
、
土
地
バ
ブ
ル
崩
壊
で
行
き
詰
っ
た
北
海

道
拓
殖
銀
行
が
破
た
ん
し
た
。
拓
銀
労
組
は
連
合
加
盟
で
は
な
か
っ
た
が
、

「
何
か
お
手
伝
い
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
」
と
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
何
と
折

り
返
し
会
社
の
広
報
か
ら
電
話
が
あ
り
「
取
り
込
ん
で
い
ま
す
の
で
結
構

で
す
」
。
労
組
の
自
立
性
の
な
さ
に
唖
然
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
拓
銀
を
救
っ
た
の
は
、
無
尽
か
ら
戦
後
相
互
銀
行
を
経
て
銀
行
転

換
し
た
第
二
地
方
銀
行
の
北
洋
銀
行
だ
っ
た
。
「
土
地
が
こ
ん
な
に
値
上
が

り
す
る
実
態
の
伴
わ
な
い
『
偽
り
の
経
済
構
造
』
は
異
常
」
と
バ
ブ
ル
に

踊
ら
な
か
っ
た
頭
取
の
武
井
正
直
は
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
す
る
ま
で
変
わ
り

者
扱
い
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
結
局
、
堅
実
経
営
の
道
内
３
番
手

の
北
洋
銀
行
が
「
拓
銀
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
巨
大
バ
ン
ク
を
吸
収
す

る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
「
小
が
大
を
飲
み
込
ん
だ
」
の
で
あ
っ
た
。

　

武
井
は
、
地
価
や
株
価
の
上
昇
を
当
て
込
ん
だ
「
浮
利
を
追
う
」
事
業

を
極
端
に
嫌
っ
た
。
ま
た
、
旧
満
州
で
敗
戦
を
迎
え
、
「
リ
ー
ダ
ー
の
判
断

ミ
ス
は
組
織
の
命
運
を
左
右
す
る
、
も
っ
と
怖
い
の
は
リ
ー
ダ
ー
自
身
が

『
誤
り
』
を
認
め
ら
れ
ず
、
部
下
た
ち
も
誤
り
を
指
摘
で
き
ず
、
ず
る
ず
る

と
傷
口
を
広
げ
て
し
ま
う
」
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
だ
か
ら
社
内

で
は
口
癖
の
よ
う
に
「
バ
カ
な
大
将
、
敵
よ
り
怖
い
」
と
言
い
、
「
法
律
、

人
倫
に
も
と
る
命
令
は
、
た
と
え
上
司
で
も
従
わ
な
く
て
結
構
だ
」
と
言

い
切
っ
た
。

　

２
０
０
１
年
１
月
、
連
合
北
海
道
の
新
年
交
歓
会
で
来
賓
あ
い
さ
つ
に

立
っ
た
北
海
道
経
営
者
協
会
会
長
で
も
あ
っ
た
武
井
は
「
リ
ス
ト
ラ
す
る

経
営
者
に
は
、『
あ
な
た
こ
そ
辞
め
た
方
が
い
い
』
と
言
っ
て
や
り
な
さ
い
」
。

ど
う
せ
経
営
者
の
お
決
ま
り
の
あ
い
さ
つ
か
、
と
思
っ
て
い
た
組
合
幹
部

た
ち
は
一
瞬
意
表
を
突
か
れ
、
そ
の
後
拍
手
と
笑
い
で
和
や
か
に
盛
り
上

が
っ
た
と
い
う
。
（
バ
カ
な
大
将
、
敵
よ
り
怖
い
、
武
井
正
直
講
演
集
）

武
井
正
直
は
２
０
１
２
年
８
６
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

の
狂
騒
に
浮
か
れ
て
い
る
日
本
社
会
の
現
状
を
、
き
っ
と
泉
下
で
嘆

い
て
い
る
に
違
い
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
橋
均
）

　10 月 24 ～ 25 日、「第 35 回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in 群馬」が、同

実行委員会、クレサラ対協（全国クレサラ・生活再建問題対策協議会）等の主催により群馬

県高崎市内で開催された。

　今回で 35 回を数える本集会は発足時のテーマの

多重債務問題から、その背景にある格差・貧困問

題に踏み込み、前回より生活再建問題へ名称を広

げて開催。「社会保障の充実を」をテーマに当事者

や市民団体・法律家・研究者・行政・社会福祉関

係者など約 350 名が参加した。

　記念講演では高崎経済大学の秋朝礼恵准教授が、

北欧諸国を事例にセーフティネットを考えると題

して講演。スウェーデン型福祉国家を、福祉政策

を通じ各人が人生を選択・形成する営みを支えあ

う「自律社会」とのキーワードで紹介。高福祉を

支える高負担は徹底した情報公開など様々な手段

を通じた納税者の納得に基づくことが前提である

と述べ、現在の北欧諸国もグローバル化の中で格

差拡大と労組組織率低下に見舞われ、北欧型福祉

国家がゆらぎを見せていると指摘。超少子高齢化、

超累積債務化、超格差化の中で人と人とをつなぎ

考えるべきことは何かと提起した。

　２日目は 14 分科会が開かれ、「奨学金問題と若

者の困難」をはじめ、自治体における生活困窮者

支援、依存症問題、子どもの貧困、社会福祉士会

による出所者支援、地方消費者行政と消費者被害

防止など、多様なテーマの現状報告と具体的な方

策のあり方について議論が展開され、行政のワン

ストップ相談担当者によるグループワークも行わ

れた。

　最後に、自己責任論と闘い改正貸金業法の成立

を勝ち取った歴史を振り返り、社会保障の分野で

も自己責任論のもと公助が弱められているとの危

機感のもと、生活保護基準引き下げ撤回、所得再

分配機能の

強化、社会

保障の充実

の必要性を

明記した法

律制定、最

賃 引 き 上

げ、ギャン

ブル依存症

の予防や治

療体制の充

実を求める

など９項目

の集会宣言

を採択して

２日間の日

程を終了し

た。


